
新座市コミュニティ施設整備事業補助金交付要綱 

（平成元年５月３０日告示第６２号） 

（趣旨） 

第１条 この告示は、地域会館、小公園等市民の心の触れ合いの場となるコミュ

ニティ施設を整備しようとする地区団体に補助金を交付することに関し、新座

市補助金等の交付に関する規則（昭和４７年新座市規則第２３号）に定めるも

のを除くほか、必要な事項を定めるものとする。 

（対象事業） 

第２条 補助金の交付の対象となる事業種目及び補助額は、別表１のとおりとす

る。 

（再補助の制限） 

第３条 この告示の適用を受けて整備された事業は、事業完了後別表第２に定め

る期間を経過しなければ、この告示に基づく再補助を受けることができない。

ただし、自然災害により緊急に地域会館を整備する必要が生じ、市長が特に必

要と認めた場合は、この限りでない。 

（事前協議） 

第４条 この告示に基づく補助金の交付を受けて整備事業を行おうとする地区団

体は、原則として当該整備事業を行おうとする年度の前年度の１０月末日まで

に新座市コミュニティ施設整備事業事前協議書に必要な書類を添えて事前協議

を行うものとする。ただし、当該年度において至急に整備事業を行う事前協議

であって市長が必要と認めるときは、この限りでない。 

（内定） 

第５条 整備事業の内定は、前条の協議に基づき、新座市コミュニティ施設整備

事業内定通知書により行うものとする。 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付申請は、前条の内定を受けた地区団体が新座市コミュニ 

ティ施設整備事業補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて行うもの

とする。 

 実施設計書（位置図、配置図及び設計図を含む。） 

 土地所有者及び関係住民の承諾書 

 経費負担同意書又は事業の実施に係る地区団体の意思決定を確認できる書

類（必要事業のみ） 

 土地の貸借契約書又は承諾書（借地の場合） 

（交付決定） 



第７条 補助金の交付決定は、前条の交付申請に基づき、新座市コミュニティ施

設整備事業補助金交付決定通知書により行うものとする。 

２ 前項の場合において、補助金の適正な交付を行うために必要があると認めた

ときは、補助金の交付申請に係る事項について修正を加え、又は条件を付けて

補助金の交付決定をすることができる。 

（完了報告） 

第８条 整備事業の完了報告は、前条の交付決定を受けた地区団体（以下「補助

事業者」という。）が整備事業の完了後、新座市コミュニティ施設整備事業完

了検査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。 

 事業経過を証明することができる写真 

 事業内容を証明することができる写真 

 出来形管理図 

（完了検査等） 

第９条 前条の申請があったときは、当該整備事業の完了検査を行うものとする。 

２ 前項の場合において、当該整備事業が補助金の交付を決定した計画及びこれ

に付けた条件に適合していないと認めたときは、補助事業者に対し期日を指定

して当該整備事業の改善を求めることができる。 

（補助金額の確定） 

第１０条 補助金額の確定は、前条第１項に規定する完了検査の後に、又は同条

第２項の規定よる改善を確認した後に新座市コミュニティ施設整備事業補助金

交付確定通知書により行うものとする。 

（補助金の請求） 

第１１条 補助金の請求は、前条の通知を受けた補助事業者が新座市コミュニ 

ティ施設整備事業補助金交付請求書により行うものとする。 

（補助金の交付） 

第１２条 前条の請求があったときは、速やかに補助事業者に補助金を交付する

ものとする。 

（実績報告） 

第１３条 整備事業の実績報告は、整備事業の完了後３０日以内に、新座市コ 

ミュニティ施設整備事業実績報告書に請負業者の領収書の写しを添えて行うも

のとする。 

（返還命令） 

第１４条 整備事業が次の各号の一に該当したときは、補助金の全部又は一部の

返還を命ずることができる。 



 補助金の交付条件に違反したとき。 

 補助金を使用しないとき又は使用した補助金額が交付した補助金額を下回

るとき。 

（書類の整備） 

第１５条 補助事業者は、整備事業に係る収支等を明らかにした帳簿を備え、か

つ、当該収支について証明する領収書、預金通帳等の書類を整理しておくもの

とする。 

２ 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計

年度から５年間保管するものとする。 

（委任） 

第１６条 この告示に定めるものを除くほか、新座市コミュニティ施設整備事業

の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

１ この告示は、告示の日から施行し、平成元年度以後の年度分の補助から適用

する。 

２ 新座市地域会館等建築費補助金交付要綱（昭和４７年新座市告示第２１３号）

及び私道整備補助金交付要綱（昭和５０年新座市告示第６２号）は、廃止する。 

３ 廃止前の新座市地域会館等建築費補助金交付要綱及び私道整備補助金交付要 

綱により整備された事業は、この告示の適用を受けて整備された事業とみなす。 

４ 廃止前の新座市地域会館等建築費補助金交付要綱第３条第２項及び私道整備

補助金交付要綱第８条の規定による事前協議は、第４条の規定により行われた

事前協議とみなす。 

附 則（平成４年告示第６２号） 

この告示は、告示の日から施行する。 

附 則（平成６年告示第１７４号） 

この告示は、告示の日から施行し、平成６年度以後の年度分の補助から適用す

る。 

附 則（平成１０年告示第１３号） 

この告示は、告示の日から施行し、改正後の新座市コミュニティ施設整備事業

補助金交付要綱の規定は、平成１０年１月１日から適用する。 

附 則（平成１３年告示第１５５号） 

この告示は、告示の日から施行し、平成１３年度以降の年度分の補助から適用

する。 

附 則（平成２６年告示第４２５号） 



この告示は、告示の日から施行する。 

附 則（平成２９年告示第１２３号） 

１ この告示は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ 改正後の新座市コミュニティ施設整備事業補助金交付要綱の規定は、この告

示の施行の日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前

の例による。 



別表第１（第２条関係） 

事 業 種 目 補   助   額 

１ 地域会館整備 補助対象となる経費の５分の４以内の額とし、地

域会館の新築工事については２，０００万円を、

増築等工事(建築確認を要するもの)については 

５００万円を、その他の増築等工事については 

１００万円を限度とする。ただし、その他の地域

会館の管理運営上必要と認めるものについては、

補助対象となる経費の３分の２以内の額とし、 

１００万円を限度とする。 

２ 掲示板等整備 補助対象となる経費の２分の１以内の額とし、１

基当たり８万円を限度とする。 

３ 倉庫整備 補助対象となる経費の２分の１以内の額とし、１

棟当たり５０万円を限度とする。 

４ 小公園整備 補助対象となる経費の２分の１以内の額とし、 

２００万円を限度とする。 

５ 私道整備 補助対象となる経費の３分の２以内の額とし、 

３００万円を限度とする。 

６ その他市長が特に

必要と認めた事業 

補助対象となる経費の２分の１以内の額とし、 

３００万円を限度とする。 

別表第２(第３条関係) 

事 業 種 目 再補助制限の期間 

地域会館整備 新築・増築等（建築確認

を要するもの）工事 

小公園整備 

１０年 

地域会館整備 その他の増築等工事、そ

の他の地域会館の管理運営

上必要と認めるもの 

掲示板等整備 

倉庫整備 

私道整備 

その他市長が特に必要と認めた事業 

５年 

 


